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派遣等中の自衛官が離職し又は死亡した場合の取扱

派遣、入所、入校又は入院（以下「派遣等」という。）中の自衛官が派遣等のま

ま離職し又は死亡した場合の取扱については、次の要領により処理されたい。

１ 原所属への復帰又は退院の命令は、発令を要しないこと。

２ 当該自衛官の身分上の事項に関する取扱は、原所属部隊等において行うこと。

このため、派遣等先にあっては、原所属部隊等と連絡し、当該自衛官にかかる関

係書類を送る等事務処理に支障をきたさないように努めること。


